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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末において測定された、前記通信端末が通信する携帯電話網の基地局の通信品質
を示す品質情報を記憶する記憶部と、
　前記基地局が有する撮像部が前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を異なる時間に
撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出する比較部と、
　前記比較部が前記変化を検出した場合に、前記変化に対応する位置を含む範囲内で前記
通信端末が測定した通信品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得する取得部と、
　前記取得部が取得した前記品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力する出力
部と、
　を有する管理装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記２つの画像中の前記変化の位置を基準として、前記基地局から離れ
る向きの所定の範囲内で測定された通信品質を示す前記品質情報を取得する、請求項１に
記載の管理装置。
【請求項３】
　前記出力部は、前記品質情報及び前記変化を示す情報とともに、前記変化に対応する位
置に建設される予定の施設を示す建設情報を出力する、請求項１又は２に記載の管理装置
。
【請求項４】
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　前記出力部は、前記２つの画像中で前記変化が検出された領域を、前記変化を示す情報
として出力する、請求項１から３のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項５】
　前記出力部は、前記取得部が取得した前記品質情報が示す通信品質の値が所定の値以下
である場合に通知を行う、請求項１から４のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項６】
　前記比較部は、前記２つの画像中の予め設定された比較領域を比較する、請求項１から
５のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項７】
　前記比較部は、前記２つの画像中の所定の条件を満たす領域を、前記比較領域として自
動的に決定する、請求項６に記載の管理装置。
【請求項８】
　前記比較部は、第１時点に撮像された前記撮像範囲の第１画像と、前記第１時点よりも
現在に近い第２時点に撮像された前記撮像範囲の第２画像とを比較する、請求項１から７
のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項９】
　前記比較部が前記２つの画像の比較によって建物がなくなったことを検出した場合に、
前記取得部は、前記基地局のセルと他の基地局のセルとの間の境界近傍の位置で測定され
た通信品質を示す前記品質情報を取得する、請求項１から７のいずれか一項に記載の管理
装置。
【請求項１０】
　プロセッサが、
　通信端末において測定された、前記通信端末が通信する携帯電話網の基地局の通信品質
を示す品質情報を記憶部に記憶させるステップと、
　前記基地局が有する撮像部が前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を異なる時間に
撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出するステップと、
　前記変化が検出された場合に、前記変化に対応する位置を含む範囲内で前記通信端末が
測定した通信品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得するステップと、
　取得された前記品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力するステップと、
　を実行する管理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　通信端末において測定された、前記通信端末が通信する携帯電話網の基地局の通信品質
を示す品質情報を記憶部に記憶させるステップと、
　前記基地局が有する撮像部が前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を異なる時間に
撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出するステップと、
　前記変化が検出された場合に、前記変化に対応する位置を含む範囲内で前記通信端末が
測定した通信品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得するステップと、
　取得された前記品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力するステップと、
　を実行させる管理プログラム。
【請求項１２】
　管理装置と、前記管理装置と通信可能な通信端末と、を有し、
　前記管理装置は、
　　前記通信端末において測定された、前記通信端末が通信する携帯電話網の基地局の通
信品質を示す品質情報を記憶する記憶部と、
　　前記基地局が有する撮像部が前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を異なる時間
に撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出する比較部と、
　　前記比較部が前記変化を検出した場合に、前記変化に対応する位置を含む範囲内で前
記通信端末が測定した通信品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得する取得部と、
　　前記取得部が取得した前記品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力する出
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力部と、
　を備え、
　前記通信端末は、
　　前記通信品質を測定する通信品質測定部と、
　　前記通信品質を測定した位置を測定する位置測定部と、
　　前記通信品質測定部が測定した前記通信品質と前記位置測定部が測定した前記位置と
を、前記品質情報として前記管理装置に送信する送信部と、
　を備える、通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末が測定する通信品質を管理するための管理装置、管理方法、管理プ
ログラム及び通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信端末は、基地局との間で行う無線通信の通信品質を測定できる。通信品質は、例え
ばＲＳＳＩ（受信信号強度）、ＳＮＲ（信号対雑音比）等の指標によって表される。特許
文献１には、ＲＳＳＩ、ＳＮＲ等の通信品質を示す値を監視し、通信に異常が発生した場
合に基地局に設けられた撮像手段による撮像を行い、撮像された画像中の所定の領域に変
化が生じた場合に基地局の調整を行うとともに警報を発生させる技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２４１５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、通信に明確な異常が発生してはじめて基地
局周辺の画像の撮像及び比較を行う。そのため、通信事業者は、通信の異常が発生する前
に通信品質が低下傾向にあることを把握することはできない。
【０００５】
　本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、通信の異常が発生する前に通信品質
が低下傾向にあることを示す情報を出力できる管理装置、管理方法、管理プログラム及び
通信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様の管理装置は、携帯電話網の基地局に対する通信品質を示す品質情
報を記憶する記憶部と、前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を異なる時間に撮像す
ることによって得られた２つの画像を比較して変化を検出する比較部と、前記比較部が前
記変化を検出した場合に、前記変化に対応する位置で測定された通信品質を示す前記品質
情報を前記記憶部から取得する取得部と、前記取得部が取得した前記品質情報を、前記変
化を示す情報と関連付けて出力する出力部と、を有する。
【０００７】
　前記取得部は、前記２つの画像中の前記変化の位置を基準として、前記基地局から離れ
る向きの所定の範囲内で測定された通信品質を示す前記品質情報を取得してもよい。
【０００８】
　前記出力部は、前記品質情報及び前記変化を示す情報とともに、前記変化に対応する位
置に建設される予定の施設を示す建設情報を出力してもよい。
【０００９】
　前記出力部は、前記２つの画像中で前記変化が検出された領域を、前記変化を示す情報
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として出力してもよい。
【００１０】
　前記出力部は、前記取得部が取得した前記品質情報が示す通信品質の値が所定の値以下
である場合に通知を行ってもよい。
【００１１】
　前記比較部は、前記２つの画像中の予め設定された比較領域を比較してもよい。
【００１２】
　前記比較部は、前記２つの画像中の所定の条件を満たす領域を、前記比較領域として自
動的に決定してもよい。
【００１３】
　前記比較部は、第１時点に撮像された前記撮像範囲の第１画像と、前記第１時点よりも
現在に近い第２時点に撮像された前記撮像範囲の第２画像とを比較してもよい。
【００１４】
　前記比較部が前記２つの画像の比較によって建物がなくなったことを検出した場合に、
前記取得部は、前記基地局のセルと他の基地局のセルとの間の境界近傍の位置で測定され
た通信品質を示す前記品質情報を取得してもよい。
【００１５】
　本発明の第２の態様の管理方法は、プロセッサが、携帯電話網の基地局に対する通信品
質を示す品質情報を記憶部に記憶させるステップと、前記基地局の周辺における所定の撮
像範囲を異なる時間に撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出す
るステップと、前記変化が検出された場合に、前記変化に対応する位置で測定された通信
品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得するステップと、取得された前記品質情報
を、前記変化を示す情報と関連付けて出力するステップと、を実行する。
【００１６】
　本発明の第３の態様の管理プログラムは、コンピュータに、携帯電話網の基地局に対す
る通信品質を示す品質情報を記憶部に記憶させるステップと、前記基地局の周辺における
所定の撮像範囲を異なる時間に撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化
を検出するステップと、前記変化が検出された場合に、前記変化に対応する位置で測定さ
れた通信品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得するステップと、取得された前記
品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力するステップと、を実行させる。
【００１７】
　本発明の第４の態様の通信システムは、管理装置と、前記管理装置と通信可能な通信端
末と、を有し、前記管理装置は、前記通信端末が測定した携帯電話網の基地局に対する通
信品質を示す品質情報を記憶する記憶部と、前記基地局の周辺における所定の撮像範囲を
異なる時間に撮像することによって得られた２つの画像を比較して変化を検出する比較部
と、前記比較部が前記変化を検出した場合に、前記変化に対応する位置で測定された通信
品質を示す前記品質情報を前記記憶部から取得する取得部と、前記取得部が取得した前記
品質情報を、前記変化を示す情報と関連付けて出力する出力部と、を備え、前記通信端末
は、前記通信品質を測定する通信品質測定部と、前記通信品質を測定した位置を測定する
位置測定部と、前記通信品質測定部が測定した前記通信品質と前記位置測定部が測定した
前記位置とを、前記品質情報として前記管理装置に送信する送信部と、を備える。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、通信の異常が発生する前に通信品質が低下傾向にあることを示す情報
を出力できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係る通信システムの模式図である。
【図２】本実施形態に係る通信端末のブロック図である。
【図３】本実施形態に係る通信端末が行う通信品質測定方法の模式図である。



(5) JP 6867940 B2 2021.5.12

10

20

30

40

50

【図４】本実施形態に係る通信システムのブロック図である。
【図５】比較領域の設定を受け付ける際の管理装置の表示部の前面図である。
【図６】基地局の撮像部が撮像した画像の模式図である。
【図７】品質情報の取得範囲を説明するための模式図である。
【図８】各種情報を出力する際の管理装置の表示部の前面図である。
【図９】本実施形態に係る通信システムが行う管理方法のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
［通信システムＳの概要］
　図１は、本実施形態に係る通信システムＳの模式図である。通信システムＳは、管理装
置１００と、複数の通信端末２００と、複数の基地局１０とを含む。通信システムＳが含
む通信端末２００及び基地局１０の数は限定されない。通信システムＳは、その他のサー
バ、端末等の機器を含んでもよい。
【００２１】
　基地局１０は、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等の無線通信（移動体通信）を行うこ
とが可能な携帯電話網の無線基地局装置である。基地局１０は、アンテナ、プロセッサ、
電気回路等、無線通信に必要な設備を備え、自身が通信可能な範囲（すなわちセル）内の
通信端末２００に無線で接続される。基地局１０は、通信端末２００とインターネット等
のネットワークＮとの間の通信を中継する。
【００２２】
　通信端末２００は、ＬＴＥ等の無線通信を行うことが可能な通信装置である。通信端末
２００は、例えばスマートフォン、タブレット端末等の携帯端末である。通信端末２００
は、基地局１０に無線で接続され、基地局１０を介してネットワークＮとの間で通信を行
う。また、通信端末２００は、後述のように基地局１０との間の通信品質を測定するとと
もに、自身の位置を測定する。
【００２３】
　管理装置１００は、通信端末２００によって測定された通信品質を示す品質情報を記憶
して管理するコンピュータである。また、管理装置１００は、後述のように基地局周辺の
画像の変化を検出して、該変化に関連する通信品質等の情報を出力する。管理装置１００
は、有線又は無線でネットワークＮに接続される。
【００２４】
［通信端末２００の構成］
　図２は、本実施形態に係る通信端末２００のブロック図である。図２において、矢印は
主なデータの流れを示しており、図２に示していないデータの流れがあってよい。図２に
おいて、各ブロックはハードウェア（装置）単位の構成ではなく、機能単位の構成を示し
ている。そのため、図２に示すブロックは単一の装置内に実装されてよく、あるいは複数
の装置内に別れて実装されてよい。ブロック間のデータの授受は、データバス、ネットワ
ーク、可搬記憶媒体等、任意の手段を介して行われてよい。
【００２５】
　通信端末２００は、制御部２１０と、通信部２２０と、記憶部２３０と、測位信号受信
部２４０とを有する。制御部２１０は、通信品質測定部２１１と、位置測定部２１２と、
品質情報送信部２１３とを有する。
【００２６】
　通信部２２０は、基地局１０を介して管理装置１００との間で通信をするための通信イ
ンターフェースである。通信部２２０は、無線通信を実行するためのアンテナ、プロセッ
サ、電気回路等を含む。通信部２２０は、外部から受信した通信信号に所定の処理を行っ
てデータを取得し、取得したデータを制御部２１０に入力する。また、通信部２２０は、
制御部２１０から入力されたデータに所定の処理を行って通信信号を生成し、生成した通
信信号を外部に送信する。
【００２７】
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　記憶部２３０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハ
ードディスクドライブ等を含む記憶媒体である。記憶部２３０は、制御部２１０が実行す
るプログラムを予め記憶している。また、記憶部２３０は、通信端末２００が測定した品
質情報を記憶する。
【００２８】
　測位信号受信部２４０は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）受信機を含み
、ＧＰＳ衛星からの測位信号を受信する。通信端末２００は、複数のＧＰＳ衛星からの測
位信号を用いて、高精度に自身の位置の座標を算出することができる。
【００２９】
　制御部２１０は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等のプロセッサであり、
記憶部２３０に記憶されたプログラムを実行することにより、通信品質測定部２１１、位
置測定部２１２及び品質情報送信部２１３として機能する。通信品質測定部２１１、位置
測定部２１２及び品質情報送信部２１３の機能については、図３を用いて後述する。制御
部２１０の機能の少なくとも一部は、電気回路によって実行されてもよい。また、制御部
２１０の機能の少なくとも一部は、ネットワーク経由で実行されるプログラムによって実
行されてもよい。
【００３０】
　本実施形態に係る通信端末２００は、図２に示す具体的な構成に限定されない。通信端
末２００は、１つの装置に限られず、２つ以上の物理的に分離した装置が有線又は無線で
接続されることにより構成されてもよい。
【００３１】
［通信品質測定方法の説明］
　図３は、本実施形態に係る通信端末２００が行う通信品質測定方法の模式図である。通
信端末２００の通信品質測定部２１１は、通信端末２００が通信を行う際に、基地局１０
との間の通信品質を測定する（ａ）。本実施形態では、通信品質としてＲＳＳＩ又はＳＮ
Ｒを用いるが、通信品質の高低又は良悪を示すことが可能なその他の指標を用いてもよい
。また、通信品質は、通信が正常終了されたこと又は異常終了（切断）されたことを示し
てもよい。
【００３２】
　通信品質測定部２１１は、音声通話又はデータ通信のどちらにおいて通信品質の測定を
行ってもよく、また特定のソフトウェアを用いた通信に限定して通信品質の測定を行って
もよい。通信品質測定部２１１は、毎回の通信において通信品質を測定してもよく、ある
いは前回の測定から所定時間経過した場合の通信において通信品質を測定してもよい。
【００３３】
　通信品質測定部２１１は、通信端末２００のバッテリ（充電池）の残量に応じて、通信
品質の測定の頻度を変化させてもよい。通信品質測定部２１１は、例えば通信端末２００
のバッテリの残量が所定の閾値より少ない場合に測定頻度を低下させ、通信端末２００の
バッテリの残量が所定の閾値以上である場合に測定頻度を上昇させることによって、通信
端末２００の稼働時間と測定頻度とのバランスをとることができる。
【００３４】
　通信端末２００の位置測定部２１２は、測位信号受信部２４０が受信したＧＰＳ衛星か
らの測位信号を用いて、通信品質測定時の通信端末２００の位置（座標）を測定する（ｂ
）。位置測定部２１２による通信端末２００の位置の測定は、具体的な方法に限定されな
い。例えば位置測定部２１２は、通信端末２００が通信可能な基地局１０のセルの位置に
基づいて、通信品質測定時の通信端末２００の位置を推定してもよい。
【００３５】
　位置測定部２１２は、通信品質の測定を行った通信の開始時、途中、終了時のいずれか
の時点の位置を、通信品質測定時の位置として測定する。そして通信端末２００は、通信
品質測定部２１１が測定した通信品質と、位置測定部２１２が測定した位置とを関連付け
て、品質情報として記憶部２３０に記憶する。
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【００３６】
　通信端末２００の品質情報送信部２１３は、記憶部２３０に記憶された品質情報を、基
地局１０を介して管理装置１００へ送信する（ｃ）。品質情報送信部２１３は、記憶部２
３０に記憶された品質情報を、定期的に（例えば１日のうち所定の時間に）まとめて管理
装置１００へ送信してもよく、あるいは測定の度に管理装置１００へ送信してもよい。管
理装置１００は、通信端末２００から品質情報を受信して記憶する（ｄ）。
【００３７】
　品質情報送信部２１３は、通信端末２００のバッテリの残量に応じて、品質情報の送信
の頻度を変化させてもよい。品質情報送信部２１３は、例えば通信端末２００のバッテリ
の残量が所定の閾値より少ない場合に品質情報の送信頻度を低下させ、通信端末２００の
バッテリの残量が所定の閾値以上である場合に品質情報の送信頻度を上昇させることによ
って、通信端末２００の稼働時間と送信頻度とのバランスをとることができる。
【００３８】
［通信システムＳの構成］
　図４は、本実施形態に係る通信システムＳのブロック図である。図４において、矢印は
主なデータの流れを示しており、図４に示していないデータの流れがあってよい。図４に
おいて、各ブロックはハードウェア（装置）単位の構成ではなく、機能単位の構成を示し
ている。そのため、図４に示すブロックは単一の装置内に実装されてよく、あるいは複数
の装置内に別れて実装されてよい。ブロック間のデータの授受は、データバス、ネットワ
ーク、可搬記憶媒体等、任意の手段を介して行われてよい。
【００３９】
　基地局１０は、上述の無線通信に必要なアンテナ等の設備に加えて、撮像部１１を有す
る。撮像部１１は、基地局１０から外側へ向かう所定の向きに設けられ、基地局１０の周
辺の所定の撮像範囲を撮像する撮像装置である。撮像部１１は、ＣＣＤ（Charge Coupled
 Device）センサ、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサ等の撮
像素子を含む。撮像部１１は、基地局１０に予め設定されたタイミングで撮像を行っても
よく、あるいは管理装置１００から受信した撮像の指示に従って撮像を行ってもよい。撮
像部１１は、撮像した内容及び撮像時間を画像として管理装置１００に送信する。
【００４０】
　撮像部１１は、基地局１０において、アンテナ上ではなく、アンテナが接続されている
台座に取り付けられることが望ましい。基地局１０の台座は建物に固定されているため、
アンテナに比べると安定している。そのため、風雨等の影響によって発生し得る撮像部１
１が撮像する画像のぶれを低減することができ、画像の変化を高い精度で検出することが
できる。
【００４１】
　管理装置１００は、制御部１１０と、通信部１２０と、記憶部１３０と、表示部１４０
とを有する。制御部１１０は、品質情報取得部１１１と、画像取得部１１２と、比較領域
設定部１１３と、画像比較部１１４と、情報取得部１１５と、出力部１１６とを有する。
記憶部１３０は、品質情報記憶部１３１と、画像記憶部１３２と、建設情報記憶部１３３
とを有する。
【００４２】
　通信部１２０は、基地局１０を介して通信端末２００との間で通信をするための通信イ
ンターフェースである。通信部１２０は、通信を実行するためのプロセッサ、コネクタ、
電気回路等を含む。通信部１２０は、外部から受信した通信信号に所定の処理を行ってデ
ータを取得し、取得したデータを制御部１１０に入力する。また、通信部１２０は、制御
部１１０から入力されたデータに所定の処理を行って通信信号を生成し、生成した通信信
号を外部に送信する。
【００４３】
　記憶部１３０は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクドライブ等を含む記憶媒体である。
記憶部１３０は、制御部１１０が実行するプログラムを予め記憶している。記憶部１３０
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は、管理装置１００の外部に設けられてもよく、その場合に通信部１２０を介して制御部
１１０との間でデータの授受を行ってもよい。
【００４４】
　品質情報記憶部１３１は、通信端末２００によって測定された基地局１０に対する通信
品質を示す品質情報を記憶する。また、品質情報記憶部１３１は、電波強度測定器等の装
置によって測定された基地局１０に対する通信品質を示す品質情報を記憶してもよい。画
像記憶部１３２は、基地局１０の撮像部１１によって撮像された画像を記憶する。建設情
報記憶部１３３は、建設計画を示す建設情報を記憶する。建設情報は、建設予定の建物、
公園等の施設の工事期間、場所（例えば住所）及び名称を示す情報である。建設情報記憶
部１３３には、外部システムから受信された又は管理装置１００のユーザによって入力さ
れた建設情報が予め記憶される。
【００４５】
　品質情報記憶部１３１、画像記憶部１３２及び建設情報記憶部１３３は、それぞれ記憶
部１３０上の記憶領域であってもよく、あるいは記憶部１３０上で構成されたデータベー
スであってもよい。
【００４６】
　制御部１１０は、例えばＣＰＵ等のプロセッサであり、記憶部１３０に記憶されたプロ
グラムを実行することにより、品質情報取得部１１１、画像取得部１１２、比較領域設定
部１１３、画像比較部１１４、情報取得部１１５及び出力部１１６として機能する。品質
情報取得部１１１、画像取得部１１２、比較領域設定部１１３、画像比較部１１４、情報
取得部１１５及び出力部１１６の機能については、図５～図８を用いて後述する。制御部
１１０の機能の少なくとも一部は、電気回路によって実行されてもよい。また、制御部１
１０の機能の少なくとも一部は、ネットワーク経由で実行されるプログラムによって実行
されてもよい。
【００４７】
　本実施形態に係る管理装置１００は、図４に示す具体的な構成に限定されない。管理装
置１００は、１つの装置に限られず、２つ以上の物理的に分離した装置が有線又は無線で
接続されることにより構成されてもよい。
【００４８】
［管理方法の説明］
　品質情報取得部１１１は、複数の通信端末２００から、定期的に又は不定期に各地点の
通信品質及び位置を示す品質情報を取得する。品質情報取得部１１１は、取得した品質情
報を、品質情報記憶部１３１に記憶させる。
【００４９】
　画像取得部１１２は、基地局１０から、定期的に又は不定期に撮像部１１が撮像した画
像を取得する。画像取得部１１２は、取得した画像を、画像記憶部１３２に記憶させる。
これにより、画像記憶部１３２には、基地局１０周辺の所定の撮像範囲を繰り返し撮像し
た画像が蓄積される。
【００５０】
　基地局１０に設けられた撮像部１１が撮像した画像に代えて、画像取得部１１２は、人
工衛星や飛翔体（例えばドローン）に設けられた撮像部が撮像した画像を受信して取得し
てもよい。
【００５１】
　比較領域設定部１１３は、画像１４１中で変化を検出するために比較対象とする比較領
域１４２の設定を、ユーザから受け付ける。後述の画像比較処理は、画像１４１中の比較
領域１４２における変化を検出する。
【００５２】
　図５は、比較領域１４２の設定を受け付ける際の管理装置１００の表示部１４０の前面
図である。比較領域設定部１１３は、基地局１０の撮像部１１から取得した画像１４１を
表示部１４０に表示させる。表示部１４０が表示する画像１４１は、ある撮像範囲につい
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て、撮像部１１が撮像した最も新しい画像でもよく、あるいは撮像部１１が過去の所定の
時点（例えば１日前、１ヶ月前、１年前等）で撮像した画像でもよい。
【００５３】
　比較領域設定部１１３は、マウス、キーボード、タッチパネル等の操作部を介して、ユ
ーザから画像１４１上で比較領域１４２を設定する操作を受け付ける。１つの画像１４１
に対して複数の比較領域１４２が設定されてもよい。比較領域１４２の形状は、図５に示
すような矩形でもよく、あるいは円形、多角形のような任意の形状でもよい。
【００５４】
　比較領域設定部１１３は、ユーザから受け付けた比較領域１４２を示す情報を、設定対
象の画像１４１と関連付けて画像記憶部１３２に記憶させる。比較領域１４２は、同じ撮
像範囲の（すなわち同じ撮像部１１が撮像した）全ての画像１４１に関連付けられる。比
較領域１４２を示す情報は、画像１４１中の座標範囲又は画素範囲として表される。比較
領域設定部１１３による比較領域の設定は、ユーザが操作に応じて開始されてもよく、あ
るいは比較領域が未設定の画像が基地局１０から受信された場合に開始されてもよい。
【００５５】
　このようにユーザによる比較領域１４２の設定を受け付けることによって、、車や人の
動き等による非定常的な変化が起こりやすい道路等の領域を比較対象から除外し、通信品
質に影響する定常的な変化が起こり得る建物や公園等の領域のみを比較対象として画像比
較処理を行うことができる。
【００５６】
　比較領域設定部１１３は、画像認識技術を適用することによって、自動的に比較領域１
４２を設定してもよい。この場合には、比較領域設定部１１３は、公知の画像認識技術に
よって画像１４１中の所定の構造（例えば建物や樹木）を認識し、該構造を含む領域を比
較領域１４２として画像記憶部１３２に記憶させる。これにより、ユーザによる比較領域
１４２の設定の手間を削減することができる。
【００５７】
　比較領域設定部１１３は、建設情報記憶部１３３に記憶されている建設情報が示す建設
計画の場所に対応する画像１４１中の領域を、自動的に比較領域１４２として設定しても
よい。実際の建設計画の場所（例えば住所）と、撮像部１１が撮像する画像１４１中の領
域との関係は、予め管理装置１００に設定される。これにより、建物や公園が建設される
予定の場所を重点的に画像比較することができるともに、ユーザによる比較領域１４２の
設定の手間を削減することができる。
【００５８】
　比較領域設定部１１３は、画像１４１の一部に限られず、画像１４１全体を比較領域１
４２として設定してもよい。この場合には、画像比較処理において、画像１４１で車や人
の動き等による非定常的な変化を除外する処理を行うことによって、通信品質に影響する
変化のみを検出することができる。
【００５９】
　画像比較部１１４は、同じ撮像範囲について、過去（すなわち第１時点）に撮像された
画像１４１と、最近（すなわち第１時点よりも現在に近い第２時点）に撮像された画像１
４１とを比較することによって、変化の位置を特定する。画像比較部１１４による変化位
置の特定は、定期的（例えば毎日、毎週、又は毎月の所定の時間）に行われてもよく、基
地局１０から新たな画像を受信したことを契機として行われもよく、あるいは管理装置１
００のユーザによる操作に応じて行われてもよい。
【００６０】
　第１時点は、過去の特定の時間である。例えば第１時点は、１ヶ月前、６ヶ月前又は１
年前のように、現在から所定期間遡った時間として定義される。第２時点は、第１時点よ
りも現在に近い最近の特定の時間である。例えば第２時点は、現在の時間、又は第１時点
の所定期間後の時間のように、第１時点よりも相対的に現在に近い時間として定義される
。第１時点に撮像された画像１４１は画像記憶部１３２に記憶された画像１４１のうち第
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１時点に最も近い撮像時間を有する画像１４１であり、第２時点に撮像された画像１４１
は画像記憶部１３２に記憶された画像１４１のうち第２時点に最も近い撮像時間を有する
画像１４１である。
【００６１】
　図６（ａ）、図６（ｂ）は、基地局１０の撮像部１１が撮像した画像１４１の模式図で
ある。図６（ａ）は第１時点の画像１４１（第１画像）を示しており、図６（ｂ）は第２
時点の画像１４１（第２画像）を示している。画像比較部１１４は、画像記憶部１３２か
ら、同じ撮像範囲を撮像した異なる２つの時間に撮像された２つの画像１４１を読み出す
とともに、それらの画像１４１に関連付けられた比較領域１４２を読み出す。
【００６２】
　そして画像比較部１１４は、読み出した第１時点の画像１４１の比較領域１４２と、第
２時点の画像１４１の比較領域１４２とを比較する。画像１４１に複数の比較領域１４２
が設定されている場合には、画像比較部１１４はそれぞれの比較領域１４２について比較
する。画像比較部１１４は、比較の結果、比較領域１４２に所定の差異がある場合に、比
較領域１４２に変化が発生したことを検出する。例えば画像比較部１１４は、第１時点と
第２時点との間で、比較領域１４２内の画素の色彩又は輝度が異なっている割合が所定の
閾値以上である場合に差異があると判定する。
【００６３】
　画像比較部１１４は、車や人の動き等による非定常的な変化を除外するために、比較領
域１４２内の所定の条件を満たす差異を無視してもよい。無視する条件は、例えば差異の
大きさが小さい場合、差異が所定の色彩又は輝度のパターンに合致する場合である。また
、画像比較部１１４は、３つ以上の時点の画像１４１を比較することによって、定常的な
変化と非定常的な変化とを判別してもよい。
【００６４】
　画像比較部１１４は、比較領域１４２に変化が発生したことを検出した場合に、変化が
発生した比較領域１４２に対応する、地理上の変化位置を特定する。変化位置は、地理上
の実際の位置（例えば経緯度、座標又は住所）を示す値又は文字列によって表される。撮
像部１１が撮像する画像１４１中の領域と、実際の位置との関係は、予め管理装置１００
に設定される。画像比較部１１４は、変化を検出した比較領域１４２を含む画像と、その
比較領域１４２に対応する地理上の変化位置とを、関連付けて情報取得部１１５に渡す。
【００６５】
［出力方法の説明］
　情報取得部１１５は、画像比較部１１４が特定した変化位置に基づいて、該変化位置を
基準とした所定の範囲の品質情報を取得するとともに、該変化位置における建設計画を示
す建設情報を取得する。まず、情報取得部１１５は、画像比較部１１４が特定した変化位
置を基準とした所定の範囲において測定された通信品質を示す品質情報を取得する。
【００６６】
　図７は、品質情報の取得範囲Ａを説明するための模式図である。図７は、変化位置Ｂに
建物が新たに建ったことによって変化が検出された例を示している。基地局１０の撮像部
１１は、所定の撮像の向きＣを向いて撮像を行う。
【００６７】
　情報取得部１１５は、変化位置Ｂから撮像の向きＣ（すなわち撮像部１１から離れる向
き）に沿った所定の範囲を、取得範囲Ａとして決定する。取得範囲Ａの大きさは、例えば
撮像の向きＣに沿って左右方向の長さ及び前後方向の長さとして予め管理装置１００に設
定される。図７の取得範囲Ａは視認性のために１次元で表されているが、実際の取得範囲
Ａは地理上の２次元の範囲である。
【００６８】
　そして情報取得部１１５は、品質情報記憶部１３１に記憶されている品質情報のうち、
決定した取得範囲Ａ内で通信端末２００（又は電波強度測定器等）が測定した通信品質を
示す品質情報を取得する。情報取得部１１５は、変化後の画像の撮像時間から遡って所定
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期間内の品質情報を取得対象としてもよく、あるいは過去の全ての品質情報を取得対象と
してもよい。
【００６９】
　建物が新たに建てられると、建物によって基地局１０からの電波が遮られるため、基地
局１０から見て建物の反対側の通信端末２００の通信品質が影響を受けやすい。そこでこ
のように情報取得部１１５は変化位置Ｂを基準として基地局１０の撮像部１１から離れる
向きの所定の範囲で測定された通信品質を取得するため、通信事業者は変化位置Ｂにおけ
る建物等の影響を受けやすい位置の通信品質を調査することができる。
【００７０】
　図７の例は建物が新たに建てられた場合を示しているが、既存の建物が取り壊し等によ
ってなくなった場合にも、通信品質への影響が発生し得る。これは、隣接する基地局１０
のセル同士の干渉が変化するためである。この場合には、特に基地局１０のセルと他の基
地局のセルとの間の境界（エッジ）付近で通信品質への影響が大きい。
【００７１】
　そこで情報取得部１１５は、比較領域１４２における変化が既存の建物がなくなったこ
とを示す場合に、変化位置Ｂを基準として基地局１０の撮像部１１から離れる向きであっ
て、セル同士の境界近傍（例えば境界から所定の距離以内）の範囲を、取得範囲Ａとして
決定してもよい。基地局１０のセルの配置を示す情報は、予め管理装置１００に記憶され
る。これにより、情報取得部１１５は、既存の建物がなくなった場合に影響を受けやすい
位置の品質情報を取得することができる。
【００７２】
　また、情報取得部１１５は、建設情報記憶部１３３から、変化位置Ｂを含む場所又は変
化位置から所定範囲内（例えば半径１００ｍ以内）の場所における建設計画を示す建設情
報を取得する。建設情報は、建設される予定の建物、公園等の施設の工事期間、場所（例
えば住所）及び名称を示す。建設情報記憶部１３３に該当する建設情報が記憶されていな
い場合には、建設情報の取得は省略される。このように情報取得部１１５は変化位置Ｂに
対応する建設計画を取得するため、通信事業者は建設計画と通信品質との関係を調査する
ことができる。
【００７３】
　図８は、各種情報を出力する際の管理装置１００の表示部１４０の前面図である。図８
に示すように、出力部１１６は、情報取得部１１５が取得した品質情報１４４及び建設情
報１４５を、画像比較部１１４が変化を検出した比較領域１４２を含む画像１４３と関連
付けて表示部１４０に表示させる。図８において、品質情報１４４は、通信品質の測定日
時、通信品質の値（ここではＳＮＲ）及び通信の終了理由（ここでは正常終了又は異常終
了）を表しているが、その他の情報を表してもよい。
【００７４】
　このように、本実施形態に係る管理装置１００は、画像から変化を検出した場合にその
周辺の通信品質を出力することによって、通信の異常終了（切断）のような明確な通信品
質の異常がない場合であっても、通信事業者が通信品質の低下の傾向を検証するための情
報を出力することができる。図８の例では、通信事業者は、画像の変化が検出された場所
の周辺において、通信は正常終了しているが、通信品質（ＳＮＲ）が若干低下しているこ
とを把握できる。
【００７５】
　図８の例では、出力部１１６は、変化を示す情報として第２時点の比較領域１４２を含
む画像１４３を表示しているが、比較領域１４２に対応する位置の情報（例えば住所）を
表示してもよい。
【００７６】
　出力部１１６は、変化後（すなわち第２時点）の比較領域１４２を含む画像１４３のみ
を表示しているが、それに加えて変化前（すなわち第１時点）の比較領域１４２を含む画
像１４３を表示してもよい。また、出力部１１６は、変化前の画像１４３と変化後の画像
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１４３とを、ユーザによる操作に応じて切り替えて表示してもよい。
【００７７】
　図８の出力方法は一例であり、出力部１１６は任意の表示態様で各種情報を表示部１４
０に表示させてよい。また、出力部１１６は、表示部１４０上の表示に限らず、プリンタ
からの印刷、記憶部への記憶、外部へのデータ送信等の方法によって、各種情報を出力し
てもよい。
【００７８】
　出力部１１６は、情報取得部１１５が取得した品質情報が示す通信品質（例えばＲＳＳ
Ｉ又はＳＮＲ）の平均値が所定の閾値以下である場合に、通信品質の低下を示す所定の通
知を出力してもよい。この場合に、出力部１１６は、表示部１４０に通知のメッセージを
表示させてもよく、スピーカから通知の音声を出力してもよく、あるいはランプを発光さ
せてもよい。これにより、管理装置１００は、通信事業者に対して通信品質の低下を積極
的に知らせることができる。
【００７９】
［通信方法のシーケンス］
　図９は、本実施形態に係る通信システムＳが行う管理方法のシーケンス図である。通信
端末２００において、通信品質測定部２１１は、通信端末２００が通信を行う際に、基地
局１０との間の通信品質を測定するとともに、位置測定部２１２は、通信品質測定時の通
信端末２００の位置を測定する（Ｓ１１）。そして品質情報送信部２１３は、測定した通
信品質及び位置を示す品質情報を、基地局１０を介して管理装置１００へ送信する（Ｓ１
２）。管理装置１００は、通信端末２００から品質情報を受信して記憶する。ステップＳ
１１～Ｓ１２は、複数の通信端末２００において繰り返し行われる。
【００８０】
　基地局１０において、撮像部１１は、所定の撮像範囲を撮像し、撮像した内容及び撮像
時間を示す画像を取得する（Ｓ１３）。そして撮像部１１は、取得した画像を管理装置１
００に送信する（Ｓ１４）。管理装置１００は、基地局１０から画像を受信して記憶する
。ステップＳ１３～Ｓ１４は、複数の基地局１０において繰り返し行われる。
【００８１】
　通信端末２００におけるステップＳ１１～Ｓ１２と、基地局１０におけるステップＳ１
３～Ｓ１４とは、並行して行われてもよく、順序を変更して行われてもよい。
【００８２】
　管理装置１００において、比較領域設定部１１３は、ユーザから画像上で比較領域を設
定する操作を受け付け、設定対象の画像と関連付けて画像記憶部１３２に記憶させる（Ｓ
１５）。比較領域設定部１１３は、自動的に比較領域を設定してもよい。
【００８３】
　画像比較部１１４は、画像記憶部１３２から、同じ撮像範囲を撮像した第１時点及び第
２時点の画像を読み出す（Ｓ１６）。このとき、画像比較部１１４は、画像記憶部１３２
から、読み出した画像に関連付けられた比較領域を読み出す。
【００８４】
　画像比較部１１４は、ステップＳ１６で読み出した第１時点の画像の比較領域と、第２
時点の画像の比較領域とを比較することによって、比較領域における変化の発生を検出す
る。そして画像比較部１１４は、変化が発生した比較領域に対応する、地理上の変化位置
を特定する（Ｓ１７）。
【００８５】
　情報取得部１１５は、ステップＳ１７で画像比較部１１４が特定した変化位置に基づい
て、該変化位置を基準とした所定の範囲の品質情報を取得するとともに、該変化位置にお
ける建設計画を示す建設情報を取得する（Ｓ１８）。
【００８６】
　出力部１１６は、ステップＳ１８で情報取得部１１５が取得した品質情報及び建設情報
を、比較領域を含む画像と関連付けて表示部１４０に表示させる（Ｓ１９）。
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【００８７】
　図９の例ではステップＳ１５に引き続いてステップＳ１６～Ｓ１９が行われているが、
ステップＳ１５とステップＳ１６～Ｓ１９とは互いに独立したタイミングで行われてもよ
い。
【００８８】
［本実施形態の効果］
　本実施形態に係る管理装置１００は、同じ撮像範囲を撮像した画像において変化を検出
した場合に、画像の変化に対応する地理的な位置の周辺の通信品質を取得して出力する。
これにより通信事業者は、通信の異常終了（切断）のような明確な通信の異常が発生する
前に、建物や公園の建設又は取り壊しにともなう通信品質の低下の傾向を把握することが
できる。
【００８９】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例
えば、装置の分散・統合の具体的な実施の形態は、以上の実施の形態に限られず、その全
部又は一部について、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することがで
きる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、
本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、
もとの実施の形態の効果を合わせ持つ。
【００９０】
　管理装置１００、通信端末２００及び基地局１０のプロセッサは、図９に示す管理方法
に含まれる各ステップ（工程）の主体となる。すなわち、管理装置１００、通信端末２０
０及び基地局１０のプロセッサは、図９に示す管理方法を実行するためのプログラムを記
憶部から読み出し、該プログラムを実行して管理装置１００、通信端末２００及び基地局
１０の各部を制御することによって、図９に示す管理方法を実行する。図９に示す管理方
法に含まれるステップは一部省略されてもよく、ステップ間の順番が変更されてもよく、
複数のステップが並行して行われてもよい。
【符号の説明】
【００９１】
Ｓ　通信システム
１００　管理装置
１１４　画像比較部
１１５　情報取得部
１１６　出力部
１３０　記憶部
２００　通信端末
２１１　通信品質測定部
２１２　位置測定部
２１３　品質情報送信部
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